
台湾向け観光コンテンツの造成及びプロモーション業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

台湾向け観光コンテンツの造成及びプロモーション業務 

 

２ 目的 

2022年（令和４年）６月から観光目的の新規入国が認められたことで，今

後，訪日旅行の需要が高まることが見込まれる。 

まずは，訪日リピーターの多い台湾人をターゲットとし，日本遺産に登録さ

れた鞆の浦の「港町」や「多島美」といった観光資源を活用した観光コンテン

ツや福山の特産品のプロモーションを行うことで，新型コロナウイルス感染症

収束後の誘客や台湾市場での販路拡大を目的とする。 

 

３  業務内容 

(１) 福山のお土産商品の企画 

台湾人の嗜好に合った福山の特産品（原材料の生産地が市内又は加工・製

造が市内の商品）を詰め合わせた商品（以下「お土産BOX」という。）を企

画・開発すること。 

ア 特産品は，あらかじめ本市が実施する公募に応じたものから選定する

こと。 

イ 応募品を調査し，その結果を本市に報告すること。 

ウ 調査結果をもとに，お土産BOX（案）を提案し市の承認を受けること。 

エ 応募者と調整を行うこと。 

 

 (２) 福山に関心が高い台湾人の獲得 

台湾人の中でも福山に関心が高く，アンケート調査やプロモーションの

対象となる台湾人を募ること。 

ア 100名以上を募り，そのうち100名に３(１)で企画したお土産BOXを販売

すること。 

イ お土産BOXを購入した台湾人に満足度や商品改善に資するアンケート調

査を実施すること。 

 

 (３) お土産BOXの販売 

３(１)で企画したお土産BOXをインターネット通販サイト（以下「ECサイ

ト」という。）で販売を開始すること。 

ア ３（２）イの調査結果をもとに，必要な改善をすること。 



イ 台湾向けに展開されたECサイトを利用すること。 

 

(４) モニターツアーの企画 

ア 福山での滞在時間の延伸に繋がるツアーを企画すること。 

(ア) 日本遺産に認定された鞆の浦のストーリー「瀬戸の夕凪が包む国内

随一の近世港町」の構成文化財を巡ること。 

(イ) 北木島への海上観光を含むこと。 

(ウ) ツアーは鞆町内で１泊以上する行程であること。 

(エ) 鞆の浦しお待ちガイドによる町並み散策を内容に含むこと。 

(オ) その他鞆の浦ならではの体験を内容に含むこと。 

イ ３(４)アで企画した内容のモニターツアーを実施すること。  

(ア) 参加者は５名以上10名未満とすること。 

(イ) 参加者は台湾メディアや台湾人コミュニティに影響力を持つ者を選

定し，過半数は台湾人とすること。 

(ウ) 一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会が定

める「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン（第３

版）」を遵守すること。※モニターツアー実施時の最新版のものを遵

守すること。 

（エ） モニターツアー実施後，参加者に行程や価格等の商品改善に資するア

ンケート調査を実施すること。 

（オ） モニターツアー実施後，３（２）で獲得した台湾人に簡易なアンケー

ト調査を実施すること。 

  ウ ３（４）で企画したツアーを旅行商品として販売すること。 

（ア）  ４イ（エ）の調査結果を踏まえ，必要な改善を行うこと。 

（イ）  募集型企画旅行として商品価格，商品説明，販売上の留意点等を定

め，台湾向けのOTA（Online Travel Agent）で販売すること。 

（ウ）  本事業期間内の実績については旅行者に満足度等のアンケート調査

を実施すること。 

 

(５) プロモーション 

インターネット上の台湾メディアに次の記事を掲載すること。記事を掲載

する際は台湾人の利用が多いSNSに各記事に誘導する広告の掲載を行うこ

と。 

ア 福山に関心の高い台湾人を獲得するために，主要な観光スポットと特

産品に関する記事を作成すること。 

 



イ ECサイトでの販路拡大のために，お土産BOXを紹介した記事を作成する

こと。 

ウ コロナ収束後の誘客のために，モニターツアーで企画した旅行の特集

記事を作成すること。 

 

(６) 報告書作成の支援 

観光庁に提出する次の資料作成を支援すること。納品方法，詳細等につい

ては別途通知する。 

ア 中間報告 

イ 商品情報シートの作成 

ウ 最終報告書 

 

４ 履行期間 

契約締結日から2023年（令和５年）２月６日（月）まで 

  ※項目毎に下記の表の履行期間内に業務を遂行すること。 

項目 履行期間 

３（１）福山のお土産商品の企画 2022年（令和４年）11月４日(金)まで 

３（２）福山に関心が高い台湾人の獲得 2022年（令和４年）12月２日（金）まで 

３（３）お土産BOXの販売 2022年（令和４年）12月23日（金）まで 

３（４）モニターツアーの企画 2022年（令和４年）11月18日（金）まで 

※（４）イ（オ），（４）ウの項目については 

2023年（令和５年）２月６日（金）まで 

３（５）プロモーション ア 2022年（令和４年）10月21日（金）まで 

〃 イ 2022年（令和４年）12月23日（金）まで 

〃 ウ 2022年（令和４年）12月30日（金）まで 

３（６）報告書作成の支援 ア 2022年（令和４年）11月30日（水）まで 

〃 イ 2022年（令和４年）12月30日（金）まで 

〃 ウ 2023年（令和５年）２月６日（金）まで 

 

５ 留意点 

  本事業は観光庁「地域独自の観光資源を活用した地域の稼げる看板商品の創

出事業：一般型」の採択を受けて実施するものである。そのため，別添の公募

要領を確認し補助額や補助対象経費に留意すること。申請済みの事業計画書に

ついては契約締結後に受託事業者に送付する。 

   

 



６ 納品物 

事業終了後の報告書には必ず次の内容を含むこと。 

(１) 取組事業，事業内容，事業成果 

(２) モニターツアーの内容，参加者名簿，アンケート調査結果と改善点 

(３) お土産BOX及び旅行商品の商品概要，台湾人からのアンケート調査結果と改

善点 

(４) 台湾向メディアに掲載した記事の内容，記事の閲覧数、SNS広告の実績 

 

７ 納品方法 

紙媒体（１部）及び電子データ（PDF）で納品すること。 

 

８ 業務委託金額（上限） 

7,150千円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

９ その他 

（１） 計画・実施については，本市と受注者が十分協議して行うこと。 

（２） 業務の実施に必要な経費や著作権利料・保険費（アーティストなどの著 

作権利費，消耗品費，管理費，イベント保険など含む。）は契約金額に含

まれるものとし，本市は契約金額以外の費用は負担しない。 

（３） 受注者は，業務責任者報告書を本市に提出すること。異動のあるときも同

様とする。 

（４） 従事者の交代時は業務連絡を綿密にし，業務に支障をきたさないこと。 

（５） 業務委託の実施に当たっては，関連法令を遵守すること。 

（６） 受注者は，受注者が行う業務を一括して第三者に委託し，又は請け負わせ

ることはできない。ただし，業務を効率的に行う上で必要と思われる業務

について，本市と協議の上，業務の一部を委託することができるものとす

る。 

（７） 受注者が業務委託を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には，福山市

個人情報保護条例（平成15年条例第38号），福山市個人情報保護条例施行

規則（平成15年規則第128号）に基づき，その取扱いには十分留意し，漏え

い，滅失，き損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（８） 受注者は，業務を行うに当たり，業務上知り得た秘密を他に漏らし，又は

自己の利益のために利用することはできない。また，業務委託終了後も同

様とする。 

 

 



（９） 本委託業務の履行に伴い発生する成果品に関する著作権（著作権法（昭和

45年法律第48号）第27条及び第28条の権利含む。）は，全て本市に属する

ものとする。 

（10） 本委託業務により得られる著作物の著作者人格権について，受注者は将来

にわたり行使しないこと。また，受注者は本成果品の制作に関与したもの

について著作権を主張させず，著作者人格権についても行使させないこと

を約するものとする。 

（11） 本業務の遂行に関し，本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じたとき

は，本市と受注者が協議し解決するものとする。 


